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令和６年第３回甲賀広域行政組合議会定例会会議録 

 

令和６年第３回甲賀広域行政組合議会定例会は、令和６年９月２７日 甲賀市水口町

水口６２１８番地 甲賀広域行政組合消防本部に招集された。 

 

１ 応招議員は、次のとおりである。 

１番  奥 村 則 夫 

２番  戎 脇   浩 

３番  林 田 久 充 

４番  谷 永 兼 二 

５番  山 岡 光 広 

６番  堀 田 繁 樹 

７番  望 月   卓 

８番  松 井 圭 子 

１０番  松 原 栄 樹 

２ 不応招議員は、次のとおりである。 

なし 

３ 出席議員は、次のとおりである。 

出席議員は、応招議員と同じ 

４ 欠席議員は、次のとおりである。 

  欠席議員は、不応招議員と同じ 

５ 地方自治法第１２１条の規定により会議事件説明のため出席した者は、次のとおり

である。 

管理者      生 田 邦 夫 

副管理者     岩 永 裕 貴 

監査委員     大 角 勝 一 

会計管理者    松 岡 哲 也 

事務局長     松 本 博 彰 

事務局次長    平 尾 忠 浩 

事務局次長    中 島 史 尚 

総務課長     中 溝 慶 一 

衛生課長     前 田 真 也 

衛生センター所長 冨 田 健 太 郎 

消防長      川 島 辰 道 

消防次長兼危機管理課長 西 川 朋 之 

消防次長兼警防課長 菊 田 和 広 

消防次長兼消防総務課長 西 澤 卓 也 

６ 本会議の書記は、次のとおりである。 

水 田 雅 子 

小 林 慎 司 

山 中 勝 博 

７ 議事日程は、次のとおりである。 
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日程第１   会議録署名議員の指名について 

日程第２   会期の決定について 

追加日程第１ 副議長の選挙について 

日程第３   議案第８号 令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第４   議案第９号 令和６年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第２

号） 

日程第５   一般質問について 

８ 会議事件は、次のとおりである。 

会議事件は、議事日程のとおりである。 

９ 会議の次第は、次のとおりである。 

（開会 午後２時００分） 

議  長（谷永兼二） 議会議員の皆様方、本日は、何かと御多忙の中を組合議会に御

出席いただきまして誠にありがとうございます。 

     ただいまから、令和６年第３回甲賀広域行政組合議会 定例会を開会します。 

議  長（谷永兼二） この際、謹んで御報告申し上げます。既に御承知のことと存じ

ますが、大島正秀議員が去る９月２３日に御逝去されました。 

     大島議員は、令和元年１１月５日から甲賀広域行政組合議会議員として、さ

らには令和５年１１月２４日からは副議長として本組合の事業運営の進展に尽

くされました。これからますますの御活躍が望まれていたところであり、誠に

残念であります。 

ここに皆様とともに故人の御冥福をお祈りし、黙とうをささげたいと思いま

す。 

皆様、御起立をお願いいたします。 

黙とう。 

              （黙とう） 

議  長（谷永兼二） 黙とうを終わります。 

    ありがとうございました。御着席をお願いします。 

開議に先立ち、管理者から挨拶があります。 

管理者。 

管 理 者（生田邦夫） 本日、令和６年第３回甲賀広域行政組合議会定例会を招集いた

しましたところ、議員各位には、御多忙の中、御参集賜り、誠にありがとうご

ざいます。個人的なことを申しますと、大島君のことは非常に残念でございま

した。非常によく似たところがございました。お互いに柄悪かったところがあ

るんですけど。非常に残念でございます。 

それでは、当面の報告を兼ねて御挨拶をさせていただきます。 

衛生関係では、昨年度に工事完了した、ごみ処理施設基幹的設備改良工事の後

も、施設は順調に稼働しており、安定した焼却ができています。今後も、衛生

センターのし尿処理、ごみ処理施設の安定操業に努めてまいります。 

また、１５年後を目標としたごみ処理施設の次期更新計画については、甲賀

市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会を今年度１１月頃より開催し、まず整

備に係る基本構想の策定にとりかかる次第でございます。 

続いて、消防関係につきましては、去る８月２３日に千葉県の消防学校にて

開催されました第５２回全国消防救助技術大会の障害突破の種目において、本

消防本部から出場しました２チームが入賞という成績を収めました。この場を

お借りしまして、皆さまの御支援に感謝申し上げます。 

また、記録的な猛暑による熱中症の救急出動件数増加、台風や集中豪雨など
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の自然災害につきましては、全国的に頻発しております。 

この集中豪雨については、令和６年９月２０日から石川県にて大雨が降り続

き、９月２１日に大雨特別警報が発令されたことを受け、消防組織法第４４条

に基づく消防庁長官による緊急消防援助隊の出動求めにより、滋賀県大隊とし

て本組合消防本部から消防車両３台、隊員９名が出動しました。また、９月２

３日には第２次隊派遣が正式決定され、９月２４日８時に本消防本部から同じ

く消防車両３台、隊員９名が出動しておりますことを御報告させていただきま

す。 

今後も様々な災害に即応できる体制を保持し、住民の皆様の安心、安全を確保

するため、職員一同団結し、全力を尽くしてまいります。 

さて、本日、提案しますのは、令和５年度決算の認定、令和６年度補正予算

案件１件の合計２件です。 

よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりま

しての御挨拶といたします。今日は、御苦労さんでございます。 

議  長（谷永兼二） ただいまの出席議員は、９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（議会成立 午後２時６分） 

議  長（谷永兼二） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

議  長（谷永兼二） 議事に先立ち、諸般の報告をします。 

監査委員から、定期監査の結果及び例月出納検査の結果についての報告が７

件ありましたので、その写しをお手元に配付しておきましたから、御了承願い

ます。 

議  長（谷永兼二） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７４条の規定によって、２番、戎脇浩議員、

３番、林田久充議員を指名します。 

議  長（谷永兼二） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日限りに決定しました。 

議  長（谷永兼二） お諮りいたします。 

大島副議長が逝去されたことにより副議長は空席になりました。 

この際、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第１として、選挙を行いた

いと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 異議なしと認めます。 

したがって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第１として、選挙を行

うことに決定しました。 

議  長（谷永兼二） 追加日程第１「副議長の選挙」を行います。 

     選挙は、投票で行います。 

     議場の出入口を閉めます。 

（議場を閉める） 

議  長（谷永兼二） ただいまの出席議員は、９人です。 

議  長（谷永兼二） 次に立会人を指名します。 

     会議規則第３１条第２項の規定によって、 

     立会人に１番 奥村則夫議員及び６番 堀田繁樹議員を指名します。 
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議  長（谷永兼二） 投票用紙を配ります。 

     念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 

（投票用紙の配布） 

議  長（谷永兼二） 投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 配布漏れなしと認めます。 

議  長（谷永兼二） 投票箱を点検します。 

（投票箱の点検） 

議  長（谷永兼二） 異常なしと認めます。 

議  長（谷永兼二） ただいまから投票を行います。 

事務局職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に、投票願います。 

（事務局職員点呼、投票） 

議  長（谷永兼二） 投票漏れは、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

議  長（谷永兼二） 開票を行います。 

議  長（谷永兼二） 奥村則夫議員及び堀田繁樹議員、開票の立会をお願いします。 

（開票） 

議  長（谷永兼二） 選挙の結果を報告します。 

     投票総数９票、有効投票９票、有効投票のうち、望月卓議員９票。 

     以上のとおりです。 

議  長（谷永兼二） この選挙の法定得票数は、３票です。 

したがって望月卓議員が副議長に当選されました。 

議  長（谷永兼二） 議場の出入口を開きます。 

議  長（谷永兼二） ただいま副議長に当選された望月卓議員が議場におられます。

会議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

議  長（谷永兼二） 望月卓議員、挨拶をお願いします。 

７  番（望月卓） 失礼致します。皆様の御推挙いただきまして重責を担わさせてい

ただくこととなりました。しっかりと取り組んで励んで参りたいと思います

ので、よろしくお願い致します。 

議  長（谷永兼二） 日程第３、議案第８号、令和５年度甲賀広域行政組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

本案について、管理者から提案理由の説明を求めます。 

管 理 者（生田邦夫） 議案第８号の提案理由を御説明申し上げます。 

令和５年度一般会計歳入歳出決算が、会計管理者から本職あてに提出があり、

去る８月２０日に監査委員の審査を受けましたので、地方自治法第２３３条第 

３項の規定により、監査委員の意見を付して、関係書類と併せて議会に上程し、

認定をお願いするものでございます。 

令和５年度の決算状況につきましては、歳入総額４５億７,９１２万円、歳

出総額４５億３,５８４万９,０００円で、歳入歳出差引額は、４,３２７万

１,０００円となりました。 

歳入におきましては、収入の約６０パーセントを占める両市からの負担金２

７億７,４４６万８,０００円のほか、し尿処理、ごみ処分手数料や、消防に係

る許認可事務、証明手数料など使用料及び手数料として、３億６,３８１万

８,０００円を収入いたしました。 

国庫支出金として、衛生関係でごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る循環

型社会形成推進交付金を３億２,４４５万７,０００円、能登半島地震に伴う緊

急消防援助隊活動費負担金２３７万４,０００円、合わせて３億２,６８３万

１,０００円を収入いたしました。 
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諸収入におきましては、市指定ごみ袋に係る収入、県防災航空隊派遣に係る

助成金及び交付金、高速道路支弁金など合わせて、１億８,０５５万９,０００

円を収入いたしました。また、衛生関係のごみ処理施設基幹的設備改良事業、

消防関係の高規格救急自動車の更新に係る地方債を合わせて８億９,２４０万

円借り入れました。 

財産収入では、鉄スクラップの売払い、また、車両更新により使用しなくな

った消防ポンプ自動車を一般競争入札により売却し、合わせて１０４万６,０

００円を収入いたしました。次に、歳出におきまして、前年度と比べ、２億

８,５７８万４,０００円の減額となりました。 

総務費では、職員２人分の給与等を消防部局からの出向により消防費から支

出しておりますが、前年度より１人増となったことによる人件費の増等から、

前年度比１,７５７万４,０００円の増額となる７,５９６万３,０００円を支出

いたしました。 

衛生費では、生し尿及び浄化槽汚泥を、年間約２万３千キロリットル、一般

可燃ごみを、年間約３万５千トン処理しました。令和２年度から実施しました

基幹的設備改良工事も最終年度となり、各設備、機器の機能回復と施設の延命

化を図ることができました。前年度より１人減となったことによる人件費の減、

工事中の可燃ごみ外部搬出が不要になったこと、また、基幹的設備改良工事に

係る普通建設事業費の減等により、前年度比２億５,４１６万４,０００円の減

額となる２３億８,２５３万２,０００円を支出いたしました。 

消防費におきましては、信楽消防署に配備の高規格救急自動車の更新など、

消防力の充実強化を図りました。人事院勧告等により人件費は増となりました

が、車両更新等普通建設事業費の減等により、前年度比２,７７４万４,０００

円の減額となる１８億１,２８７万９,０００円を支出いたしました。 

公債費におきましては、地方債に係る元金償還及び利子として、２億６,３

７４万１,０００円を支出しました。なお、細部につきましては、事務局から

説明いたしますので、よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上

げます。以上でございます。 

議  長（谷永兼二） 事務局に対し、細部説明を求めます。 

事務局長（松本博彰） 失礼いたします。ただいま、上程いたしました、議案第８号、

令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決算につきまして、細部説明を

申し上げます。  

決算書の１頁、２頁を御覧ください。最下段、歳入合計を御確認ください。

予算現額４５億８,３１５万７,０００円、調定額４５億７,９１２万３９４円、

収入済額４５億７,９１２万３９４円、不納欠損額、収入未済額０円、予算現額

と収入済額との比較は、マイナス４０３万６,６０６円となりました。 

１款、分担金及び負担金において、１,０００万円のマイナスが出ております

が、これは、湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託に係る消防関係建設負

担金収入について、令和６年度に繰越したため生じたものです。 

２款、使用料及び手数料において、１８２万１２０円のマイナスが出ており

ますが、ごみ処分手数料について、搬入されるごみの量が見込みよりも少なか

ったことにより生じたものです。 

ページをめくっていただき、３頁、４頁を御覧ください。最下段、歳出合計

を御確認ください。予算現額４５億８,３１５万７,０００円、支出済額４５億

３,５８４万８,５６１円、翌年度繰越額１,０００万円、これは、消防費におい

て湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託に係る財源を繰越明許したもので

ございます。不用額は３,７３０万８,４３９円、予算現額と支出済額との比較

は４,７３０万８,４３９円となりました。 

ページ替わりまして、５頁、６頁を御覧ください。これら、歳入総額４５億
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７,９１２万３９４円、歳出総額４５億３,５８４万８,５６１円で、歳入歳出差

引額は、４,３２７万１,８３３円となり、当該額を令和６年度に繰り越します。 

次に、７頁、８頁を御覧ください。歳入について、事項別明細書にて、款別

に見てまいります。それぞれ科目と収入済額、備考欄などを御確認ください。

１款、分担金及び負担金として、２７億７,４４６万８,０００円を収入してお

ります。議会、総務、衛生、消防関係それぞれ事業ごとに定められた負担金分

賦割合に応じて構成市に負担いただいております。 

９頁、１０頁に移りまして、２款、使用料及び手数料では、行政財産使用料、

清掃手数料、消防手数料として、３億６,３８１万７,８８０円を収入しました。

前年度と比較しますと、６０８万７,０００円、率にして１.６５パーセントの

減となりましたが、下水道の進捗によるし尿処理手数料の減少、コロナ禍以降

事業系ごみ処分手数料が減少していることが主な要因となっています。 

ページをめくっていただき、１１頁、１２頁、３款、国庫支出金は、衛生関

係では、ごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る循環型社会形成推進交付金、

消防関係では、能登半島地震に緊急消防援助隊として出動いたしました、その

活動負担金と合わせて３億２,６８３万１,３４１円を収入しました。 

４款、繰越金では、前年度繰越金３,９９９万８,１８２円を収入しておりま

す。 

５款、諸収入は、１億８,０５５万８,７３６円を収入しました。 

ページをめくっていただき、１３頁、１４頁を御覧ください。市指定ごみ袋

収入のほか、県防災ヘリコプター運航調整交付金、県防災ヘリコプター運航連

絡協議会派遣元助成金、高速道路支弁金などを収入しております。また、弁償

金として、ごみ収集車のプラットホーム西側ドアカバー接触事故による弁償金

４２万５,７００円を収入しております。 

６款、組合債では、衛生関係で基幹的設備改良事業、消防関係で高規格救急

自動車の更新と、合わせて８億９,２４０万円を借り入れました。 

７款、財産収入は、ページをめくっていただき、１５頁、１６頁を御覧くだ

さい。鉄スクラップ売り払いと、車両更新により使用しなくなった消防ポンプ

自動車を一般競争入札で売却し、合わせて１０４万６,２５５円を収入しました。

最下段になりますが、これら、予算現額４５億８,３１５万７,０００円、調定

額４５億７,９１２万３９４円に対し、同額を収入しており、収入未済額は０円

となっております。 

続いて、歳出について、１７頁、１８頁を御覧ください。１款、議会費は、

現計予算額７８万８,０００円に対し、７３万３,８８１円を支出し、不用額は

５万４,１１９円、執行率は９３.１３パーセントとなりました。議員報酬、費

用弁償、その他議会の開会に要する費用を支出しています。なお、令和５年度

においては、定例会２回、臨時会３回の計５回を開催しております。 

２款、総務費は、現計予算額７,８８０万６,０００円に対し、７,５９６万

２,１９１円の支出により、不用額は２８４万３,８０９円、執行率は９６.３９

パーセントです。１項 総務管理費からは、総務部門職員６人分の人件費の他、

組合全般に係る人事給与、財務、例規等のシステム使用料等を支出しています。

また、ハラスメント事案に係る第三者委員会委員への報酬として１５８万４,０

００円を支出しました。 

ページ飛びまして、２３頁、２４頁を御覧ください。２項、監査委員費から

は、監査実施に要する経費で、監査委員の報酬、総会、研修会等出席に伴う旅

費等を支出しています。 

３款、衛生費では、当初予算額２４億８,９０８万９,０００円から補正予算

で９,０４２万６,０００円を減額したことにより、２３億９,８６６万３,００

０円の現計予算額となりました。これに対し２３億８,２５３万２,３３６円を
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支出し、不用額は１,６１３万６６４円、９９.３３パーセントの執行率となり

ました。１目、清掃総務費から衛生部門２８人の職員に係る人件費、し尿汲み

取り委託、排ガス、水質等の分析業務委託に係る経費等を支出しています。 

ページ飛びまして、２９頁、３０頁を御覧ください。２目、し尿処理費では、

衛生センター第１施設で行っているし尿、浄化槽汚泥の処理に要する経費を支

出しています。消耗品費、光熱水費、薬剤費のほか、計画的に設備修繕を行っ

ております。また、平成２７年度から施設の運転管理を民間に全面委託してお

り、し尿処理施設運転管理業務委託として２,２６０万５,０００円を支出して

います。 

ページめくっていただき、３１頁、３２頁、３目、ごみ処理費では、第２施

設で行っている可燃ごみ等の処理に要する経費を支出しています。１０節、需

用費では、消耗品、光熱水費、薬剤費などのほか、市指定ごみ袋印刷費に４,５

０９万６,２６０円を支出しました。１１節、役務費では、焼却灰処分手数料

３,９２２万９,４１０円を支出し、また、ごみ袋販売手数料として３,２６２万

５,４７９円を支出しました。１２節、委託料は、ページをめくっていただき、

３３頁、３４頁ですが、焼却灰運搬業務委託費、２,１７１万２,１１９円を支

出しました。また、退職不補充、民間活力導入の観点から民間委託を進めてお

り、令和５年度においては可燃ごみ受入業務委託２４１万８,９８０円、搬入車

両誘導業務委託５５５万８,４１４円、粗大ごみ処理設備及び焼却灰処理設備管

理業務委託１,６５０万円を支出しています。１４節、工事請負費ですが、施設

の性能を維持し、安定した処理を継続していくために、計画的に整備や補修を

しておりますが、定期点検整備工事に７,７５５万円を、粗大処理棟屋根改修工

事に７４８万円を支出しました。 

３５頁、３６頁を御覧ください。４目ごみ処理施設整備事業費では、基幹的

設備改良工事に係る経費を支出しています。令和２年度から実施した基幹的設

備改良工事も最終年度となり、施工監理業務委託に８４７万６,６００円を、工

事費１４億５,２６０万５,０００円を支出しております。なお、令和５年度事

業分は、全体事業費の３２.９３パーセントとなっております。 

４款、消防費は、当初予算額１８億７,５２６万１,０００円から補正予算で

３,５６１万円を減額したことにより、１８億４,０１２万４,０００円の現計予

算額となりました。支出額は１８億１,２８７万９,２１５円で、９８.５２パー

セントの執行率となっています。また、湖南中央消防署整備基本計画策定業務

委託に係る１,０００万円の繰越明許費を設定したことで、不用額は１,７２４

万４,７８５円となりました。 

１目、常備消防費では、消防職員２０３人に係る人件費、研修費、旅費、貸

与品費、また、署々間をつなぐ回線をはじめとする通信運搬費、庁舎管理費等

の経費を支出しています。 

ページ飛びまして、４３頁、４４頁を御覧ください。２目、消防施設費にお

いては、消防車両等３８台に係る消耗品、燃料費、点検整備費、火災、救助、

救急活動等に必要な備品、消耗品等の経費を支出しています。令和５年度事業

として、信楽消防署配備の高規格救急自動車の更新に２,７８８万５,０００円

などを支出しております。 

ページをめくっていただき、４５頁、４６頁を御覧ください。３目、消防庁

舎建設費では、湖南中央消防署整備基本計画策定業務に係る委託料１,０００万

円を翌年度繰越額として計上しています。 

５款、公債費では、２億６,３７４万９３８円を支出しました。衛生関係で７

件、消防関係で１１件の元金償還を行いました。また、令和４年度借り入れの

ごみ処理施設基幹的設備改良事業、高規格救急自動車、消防ポンプ自動車に係

る利子の支払いが始まりました。 
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６款、予備費では、１６６万８,０００円を総務費に充当し、第３者委員会委

員報酬、費用弁償、懲戒審査委員会委員謝礼、消防ポンプ自動車事故に係る賠

償金として支出しました。また、４７万３,０００円を消防費に充当し、救急車、

ポンプ自動車の故障などに伴う修理費として支出しました。これら、予算現額

４５億８,３１５万７,０００円に対し、支出済額４５億３,５８４万８,５６１

円、繰越明許による翌年度繰越額１,０００万円により、不用額は３,７３０万

８,４３９円となりました。 

ページ飛びまして、５７頁、５８頁を御覧ください。歳入歳出の構成をそれ

ぞれ円グラフで示しておりますが、歳入では構成市からの負担金が６０.５９パ

ーセントと６割近くを占めており、自主財源である使用料及び手数料が７.９５

パーセントとなっています。歳出では、衛生費が５２.５３パーセント、消防費

が３９.９７パーセント、公債費が５.８１パーセントとなっています。 

ページ飛びまして、６１頁、６２頁を御覧ください。歳出を性質別に見てみ

ますと、それぞれ最下段に本年度の構成比が示されており、人件費が４０.１８

パーセントを占めております。消費的経費である物件費が１７.０７パーセント、

維持補修費が３.０１パーセント、投資的経費である普通建設事業費が３２.９

パーセントとなっています。ページをめくっていただき、６３頁、６４頁を御

覧ください。地方債現債額の調書ですが、右下、決算年度末現在高は、３０億

２,１５４万７,０００円となっております。順次償還を進めていますが、基幹

改良事業に係る今年度借入分の増等により、前年度末より６億３,６８１万

２,０００円増加している状況です。最後に６５頁、６６頁を御覧ください。義

務費として翌年度以降に予算計上が必要となる債務負担行為額の調書となりま

すが、決算年度末時点で１３億４,８６７万９,０００円が債務負担の限度額と

なります。令和６年度までの市指定ごみ袋取扱業務８,３４５万円、焼却施設定

期点検整備工事１億３,２３６万４,０００円、令和８年度までのごみ処理施設

運転管理業務委託５億５,０００万円、し尿処理施設運転管理業務委託９,３０

６万円等債務負担行為を設定しております。以上、令和５年度甲賀広域行政組

合一般会計歳入歳出決算につきましての細部説明といたします。 

議  長（谷永兼二） 以上をもって、提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

    ただいま議題となっております、令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳

出決算について、代表監査委員に審査結果の報告を求めます。 

代表監査委員。 

監査委員（大角勝一） 本定例会に付議されております、令和５年度甲賀広域行政組合

一般会計歳入歳出決算の審査結果につきまして、その概要を報告いたします。 

管理者から提出されました歳入歳出決算について、去る８月２０日に決算審

査を実施いたしました。歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支に関する調

書、財産に関する調書などの書類について、いずれも関係法令に適合しており

ました。また、関係諸帳簿と照合し審査した結果、計数は正確であり、予算の

執行状況及び決算の内容についても、適正なものであると認められました。 

なお、本審査は甲賀広域行政組合監査基準に準拠しています。 

それでは、主な内容につきまして御報告いたします。決算概要は、歳入総額

４５億７,９１２万３９４円、歳出総額４５億３,５８４万８,５６１円で、歳入

歳出差引額は４,３２７万１,８３３円となっております。 

歳入につきましては、使用料及び手数料として、３億６,３８１万７,８８０

円、国庫支出金は、衛生関係のごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る循環型

社会形成推進交付金３億２,４４５万７,０００円、消防関係の緊急消防援助隊

活動費負担金２３７万４,３４１円となっております。諸収入は、１億８,０５

５万８,７３６円で、市指定ごみ袋に係る収入が１億６,０９１万３,２００円と

なっております。組合債については、衛生関係で、ごみ処理施設基幹的設備改
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良工事並びに工事設計施工監理業務委託に係る８億６,７７０万円、消防関係で

高規格救急自動車の更新に係る２,４７０万円を収入しています。また、財産収

入として、令和４年度事業において更新した消防ポンプ自動車の売却益が７１

万５,０００円となりました。収入の大部分を占める甲賀市並びに湖南市からの

負担金総額は、２７億７,４４６万８,０００円で収入全体の６０.５９パーセン

トとなっております。 

続きまして、歳出について御報告いたします。決算額を目的別に見ますと、

衛生費は２３億８,２５３万２,３３６円を執行し、全体の５２.５３パーセント

を占めています。消防費は１８億１,２８７万９,２１５円で全体の３９.９７パ

ーセントとなります。地方債の償還に係る公債費は２億６,３７４万９３８円で

全体の５.８１パーセントとなっております。次に歳出の決算額を性質別に見ま

すと、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は２１億１,４９８万

６,８３０円で歳出全体の４６.６４パーセントを占めており、投資的経費にお

いては、ごみ処理施設基幹的設備改良事業、高規格救急自動車の更新などの普

通建設事業費が、１４億９,２４８万６,６００円で３２.９０パーセントとなっ

ております。物件費、維持補修費、補助費等を合わせた一般行政経費は９億

２,８３７万５,１３１円で全体の２０.４６パーセントを占めております。 

結びになりますが、本組合は甲賀市、湖南市の約６万３千世帯、１４万２千

人余りの市民の生命と財産、そして豊かな暮らしを守る、必要不可欠な行政組

織です。職員一人ひとりが行う事業の目的は、安心、安全で快適な市民生活の

ためであるという自覚を持ち、施策の十分な検証と費用対効果など優先度を考

慮した判断、決定により、将来を見据えた適正な予算執行が求められます。今

後も構成市との連携をより密にし、厳しい財政事情ではありますが、より一層

の経営改善に向けた取り組みを重ね、経済性、効率性、有効性、透明性に留意

した、適正な事務運営を望むものです。以上、令和５年度甲賀広域行政組合一

般会計決算審査の概要報告とさせていただきます。 

議  長（谷永兼二） これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を

許します。 

８番、松井圭子議員。 

８  番（松井圭子） 議案第８号、令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決

算の認定について、２点について質疑を行います。 

まず１点目は、決算書４３ページの消防費消防施設費の予備費支出及び流用

増減で４７万３,０００円が計上されていますが、まずこの詳細について伺いま

す。 

２点目について３８ページの消防費常備消防費の給与で２０３名分が計上さ

れています。職員手当で見ますと時間外手当が４,６２０万１,５５７円、前年

度と比較すると約１,５００万円増、1 人当たり平均すると、約７万３,０００

円ですが、偏って時間外勤務が多い人はいないのか。休日勤務手当４,６６４万

４,１３０円も前年度より約４００万円増加である。予算では２０８人、決算で

は２０３人と５人少ない人員で、負担が被さっていないか伺います。 

議  長（谷永兼二） 質疑に対する答弁を求めます。 

消 防 長（川島辰道） ４月に甲賀広域行政組合消防本部の消防長に就任後、初めての

議会答弁となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、松井議員の御質問にお答えいたします。 

１点目の消防施設費の予備費支出及び流用増減４７万３,０００円についてで

ありますが、これは、消防車両や資機材の故障、不具合に係る修繕費用を予備

費から需用費修繕料に充当したものになります。通常ですと、修繕費用は、需

用費の中で対応するものでございますが、令和５年度においては、燃料費の高
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騰などもあり、需用費の執行状況を見て、修繕に係る修繕費用を予備費から充

当し、対応したものでございます。 

続いて２点目、時間外手当、休日勤務手当が前年度より増加していることに

関して、負担が偏っていないか、についてであります。まず、時間外勤務手当

については、能登半島地震への緊急消防援助隊派遣、休暇取得や中途退職等

で、日々の消防業務の最低人員を確保するための欠員補充、又、コロナ感染症

が第５類となったことにより、開催が自粛されておりました研修等の事業が再

開されたことなどにより、１,４７７万４,０００円の増額となったものでござ

います。 

また、令和４年度と比較し、令和５年度の休日勤務手当が増加し、職員数

が、予算では２０８人、決算では２０３人と、５人少ない人員で、負担が被さ

っていないか、に関しましては御承知いただいておりますとおり、休日勤務手

当は、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられて勤務した職員に対して支給される

手当であります。休日勤務手当の支給対象日を含め、欠員補充が必要となった

場合は、時間外勤務手当を支給して対応し、消防力を維持してまいりましたの

で、そういった意味では、職員への負担があったものと考えており、このよう

な状況を少しでも改善するために、昨年度から継続して以前からの出動体制の

見直しや、事務要領の見直しを図り、少ない人員の中、少しでも職員の負担軽

減が図れるよう、業務改善に取り組んでいるところでございます。職員数の減

少によって、偏って時間外勤務が多い人、負担が被さったものはいないのか、

については、緊急消防援助隊、救助指導会の隊員や、昨年、発生しました不祥

事事案に対する対応業務に従事した職員に対して、一時的に時間外勤務手当が

増加した事実はございますが、日常業務におきましては、予防業務に従事して

いる職員、救急救命士などを含め日常業務においては、時間外業務が偏ること

のないよう、業務改善に真摯に取り組んでいるところでございます。以上、答

弁と致します。 

議  長（谷永兼二） ８番、松井圭子議員。 

８  番（松井圭子） はい。２点目のところで再質疑をしたいと思います。能登半島

地震のことや中途退職の補充で時間外勤務がということもありました。研修な

どがコロナで止まっていたのが始まったとのことですが、なかなか不祥事事案

が令和５年度はあったということで特殊な年度だったとは思いますが、時間外

勤務が多かった職員が有給休暇をきちんと取得されているのかについてお尋ね

します。 

消 防 長（川島辰道） 松井議員の再質疑に答弁致します。時間外手当の負担が被さっ

た職員について有給休暇をきちんと取得されているのか、の質問に対しまして

は、昨年度につきましては、退職者が相継ぐ状況のなか、有給取得についても

思うような有休取得を与えることができていなかったという事実がございまし

た。しかしながら今年度にありましては、皆様の御支援等いただきまして、２

１名の職員を新たに採用し、２名は即戦力として４月から消防署において勤務

しております。１９名にありましては、この来月１０月１日から各署所に適正

に配置し業務に当たらせることによりまして、一定の職員数が確保できること

から、今後におきましては、御心配、御指摘いただいております有休取得であ

るとか時間外の偏りによりましても先程答弁させていただきました業務の改善

と併せて図っていけるのではないかと考えているというか、ないよう務めて参

る所存でございます。以上、答弁と致します。 

議  長（谷永兼二） これで、松井圭子議員の質疑を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 続いて、これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、議案第８号、令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決算

の認定についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長（谷永兼二） ありがとうございます。 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第８号、令和５年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定されました。 

議  長（谷永兼二） 日程第４、議案第９号、令和６年度甲賀広域行政組合一般会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

     本案について、管理者から提案理由の説明を求めます。 

管 理 者（生田邦夫） 議案第９号の提案理由を御説明申し上げます。本補正予算案は、

歳入歳出それぞれ２,６７３万５,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を、

それぞれ３５億６,５６８万５,０００円とするものでございます。 

歳入につきましては、前年度繰越金の確定により３,２３９万６,０００円を

繰越金に増額計上し、令和６年度高速道路支弁額の確定により諸収入を１９１

万２,０００円減額いたします。負担金につきましては、総務関係で職員異動に

より１人増となったこと等から増額いたしますが、総務関係を除く負担金につ

きましては、繰越金の増額等補正措置により減額となり、負担金として３７４

万９,０００円の減額をいたします。 

歳出につきましては、職員異動により総務費から支出する職員数が１人増、

衛生費から支出する職員数が１人減となり、総務費の人件費を増額いたします

が、衛生費につきましては、人事院勧告による増が見込まれるため、１２月補

正で減額いたします。 

また、総務費において、事務局次長として甲賀市から派遣いただいておりま

す職員の人件費に相当する負担金を計上し、合わせて１,８６４万円を増額いた

します。 

衛生費につきましては、電気料金の燃料費調整単価の高騰や、薬剤使用量の

増等による需用費の増、また、灰搬出量が増えたことにより焼却灰処分手数料、

焼却灰運搬委託料等が増額となりますが、契約額確定等による委託料及び工事

請負費の減等により３９０万円の減額をいたします。 

消防費では、消防次長として湖南市から派遣いただいております職員の人件

費に相当する負担金８３２万３,０００円を増額いたします。公債費におきまし

ては、令和５年度に借入れました地方債の利子確定により、衛生債では３９０

万円を、消防債では２２万８,０００円を減額いたします。最後に、複数年度に

わたる事業に係る債務負担行為ですが、令和７年度の市指定ごみ袋取扱い業務、

ごみ焼却灰等運搬業務委託については、債務負担行為を設定いたします。よろ

しく御審議の上、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

議  長（谷永兼二） 本案については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認 

め、質疑を終わります。続いて、これから討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 討論なしと認め、討論を終わります。 

これから、議案第９号、令和６年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第
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２号）を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長（谷永兼二） 挙手全員です。 

したがって、議案第９号、令和６年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

議  長（谷永兼二） 日程第５、一般質問を行います。 

     質問の通告がありますので、発言を許します。 

５番、山岡光広議員。 

５  番（山岡光広） ２点ありますが、分割ということですので１つ１つさせていた

だきたいと思います。１つは、猛暑連続の夏ということで、救急の出動状況と

熱中症対策についてお伺いしたいと思います。暑さ、寒さも彼岸までと言われ

ておりますけど、秋の彼岸を過ぎまして朝夕は涼しくなってきましたけれども、

今年は、異常な猛暑、酷暑の連日だったと思います。連日、熱中症アラートが

発表される事態の中で、甲賀消防管内では、８月度の出動統計をみると、６１

９件の出動があった、とホームページで報告されていました。 

そこで４点お尋ねをしたいと思います。 

１つ目は、６１９件の出動のなかで約７割を占めているのが、急病です。そ

のなかで、熱中症等による搬送状況はどうか。昨年と比べてどうか。併せて８

月度だけではなく、７月、９月の状況も含めた特徴についてもお尋ねします。 

２つ目は、熱中症患者の特徴についてお伺いします。特に年齢別、どのよう

なところで発生したのか、特徴はあるか教えていただきたいと思います。 

３つ目は、熱中症予防のための対策は、消防署としてどのような啓発をされ

てきたのかお尋ねします。 

４つ目は、救急出動が相次いだ場合、出動の体制は確立されているのか。少

ない人数の中での体制ですから支障はないのかどうかお尋ねしたいと思います。 

議  長（谷永兼二） 質疑に対する答弁を求めます。 

消 防 長（川島辰道） 御質問いただいた内容１つ目の、そのなかで、約７割を占めて

いるのが急病となっている、そのなかで熱中症等による搬送状況はどうか。昨

年と比べてどうか。８月度だけではなく、７月も含めた今年の特徴はどうか、

につきましては、昨年７、８月の熱中症搬送者数は９４人、今年の７、８月で

は８９人と、昨年に引き続き熱中症による救急搬送者数は多い状況で横ばいし

ております。過去５年間の同時期と比較しましても、昨年と今年は、熱中症搬

送者数が多い状況となっております。 

２つ目の熱中症患者の特徴はどうか、年齢別、場所などに特徴はあるか、に

つきましては、年齢別で見ますと、過去５年間では６５歳以上の高齢者が、４

８.１から５４.７パーセントと毎年半数近くを占めており、次いで、１８歳以

上６５歳未満までの成人が、３２.６から４５.３パーセントと多く、毎年、成

人と高齢者で、熱中症搬送者数の８から９割を占めていることが分かります。 

また、発生場所別に見ますと、過去５年間では住居での発生が２２.８から４

６.１パーセントと最も多く、次いで、仕事場での発生が１８.５から２５.３パ

ーセントと多くなっており、その他、熱中症搬送者数が多い場所は、道路、屋

外の公衆、その他の場所、屋内の公衆、教育機関の順となっております。 

つづいて、熱中症予防のための対策は、消防署としての啓発活動は、につき

ましては、ホームページやＳＮＳを活用し、熱中症に対する注意喚起を行うと

ともに、熱中症警戒アラートが発令された際は、通信指令課より館内放送にて

熱中症警戒アラートが発令されたことを全署所に周知するとともに、各消防署

では消防車両にて、適宜、広報活動を行い、市民の皆さんに対し熱中症への警

戒を呼び掛けております。 
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最後に、救急出動が相次いだ場合、出動体制は確立されているのか、という

御質問につきましては、病院到着した救急車に対して、通信指令課より管内の

救急出動がひっ迫している状況をいち早く伝え、早期に次の出動に備えるよう

出動態勢を整えさせるなど、管内の救急車が全て出動する可能性が高いと判断

した場合には、消防本部にございます非常用救急車を消防本部日勤者で運用す

ることとして準備するなど、実際にそのようなことがあればできうる限りの対

応を図っているところです。 

管 理 者（生田邦夫） ちょっとだけ議長。すいません。 

議  長（谷永兼二） はい。管理者。 

管 理 者（生田邦夫） お年寄りは、家でなります。エアコンかけておられへん人がお

られます。言葉悪いですけど、そこらへんは使いやって言うんですけど、その

方でも点滴して帰られる方が割と多いです。もう１つは人数に入らないのは、

畑や田んぼに倒れておられる方がいる。これは救急搬送しない。救急車は呼吸

止まった方は運ばないので、警察が出てきます。しかも市内でない人は受け取

らないので検死のグループが来ます。救急車の動いた件数の中に含まない。こ

ういう処理の仕方があります。救急車の動きで遅れたことはありませんでし

た。みんなが気張って便宜を図りまして迷惑かけないように頑張りました。よ

う頑張ったなと思っております。 

議  長（谷永兼二） はい。山岡議員。 

５  番（山岡光広） 管理者から補足的に詳細な説明をいただきありがとうございま

す。少し細かいことになりますが３点お尋ねします。 

１つは例年と比べると去年と今年は非常に多いということですが例年平均す

るとどのくらいの件数になるのか教えていただけますか。 

２つ目は、熱中症の警戒アラートですが、普通の警戒アラートと特別警戒ア

ラートの２種類あるが、特別の有無で対応が変わるのか教えていただけます

か。 

３つめは、救急出動で署内待機の非常用の救急車で対応するとのことです

が、非常用の救急車が出るケースはあったのかどうかお尋ねしたい。 

消 防 長（川島辰道） 山岡議員の再質疑に答弁させていただきます。まず今年度と昨

年度につきましては、多い搬送者数で横ばいしているというところであります

が、過去と比べてどれほど熱中症の搬送者数は増えているのか、という質問に

答弁させていただきます。まず昨年の熱中症搬送者数につきましては、先程答

弁させていただきましたとおり９４名、今年につきましては８９名いうことで

多い数字で横ばいしておるとのことでお答えさせていただきましたが、更に３

年遡りますと令和４年が６５件でございます。令和３年が４５件、令和２年が

７８件ということでございますので、この２年は、過去５年の中でも多い数字

で推移をしておるというところでございます。 

それと熱中症警戒アラートに対する本消防本部の対応についての御質問がご

ざいます。熱中症警戒アラートにつきましては、議員御指摘のとおり、特別警

戒アラートと警戒アラート２種類がございます。その２種類が出ました時は同

じようにＳＮＳへの発信であったり、消防車両による広報等により、市民の多

くの方に警戒を呼び掛けておるところでございます。同じように対応をしてお

ります。 

それと消防本部日勤者で対応している非常用救急車の出動状況について御質

問がございました。その件につきましては、令和２年からの過去５年間の数字

でお答えさせていただきます。令和４年に２件、令和５年に１件の計３件の実

績がありました。今年は、非常用救急車による消防本部職員による救急の出動

はございませんでした。以上３つの質問に対する答弁とさせていただきます。 

議  長（谷永兼二） はい。山岡議員。 
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５  番（山岡光広） ありがとうございました。もう１点の質問に移りたいと思いま

す。もう１点は、甲賀広域行政組合のホームページを見てみましたら今年８月

１８日の１６時４０分以降、火災予防上の安全が確保されるまで、日本精工株

式会社のＥ４工場の使用を禁止するという公告が出されていました。この公告

を見てもその内容がよくわかりませんので以下４点お尋ねします。 

         １つは、施設の使用を停止することになった要因は何か。 

２つ目は、停止の公告以降、どういう状態になっているのか。今日どういう

状況になっているのかを含めてお尋ねします。 

３つ目は、公告を出すまで、どういう対応をしてきたのか。 

４つ目は、安全が確保できるまでの間、使用停止という公告を出した事例っ

ていうのは、今回の事例以外にこれまでもあったのかどうか。この点について

お尋ねしたいと思います。 

消 防 長（川島辰道） 山岡議員の一般質問に答弁いたします。御質問いただきました

１つ目の、施設の使用を停止することになった要因は何か、につきまして、ま

ず、事故の概要ですが、日本精工株式会社のＥ４工場内において、地下貯蔵タ

ンクのライニング工事、いわゆる地下タンクの内面に表面処理工事をする工事

ですが、令和６年８月１０日、土曜日から実施されていたものでございます

が、８月１８日の日曜日に工事が完了したため、別の地下貯蔵タンクから洗浄

油を当該地下貯蔵タンクに送油したところ、Ｅ４工場内の洗浄機から洗浄油

１,５００リットルが工場内に漏えいしたというもので、当該危険物の漏えい事

故は、公共の安全の維持のために緊急の必要があるものとして、同日１６時４

０分に、施設の使用を停止する命令に至ったというものでございます。 

漏えい事故に至った要因としましては、洗浄油を地下貯蔵タンクへ送油する

際に、本来開放するべき緊急遮断弁の開放を確認しないまま地下貯蔵タンクへ

洗浄油を送油するという人為的要因があったこと、送油の際に危険物保安監督

者は不在にしており、危険物保安監督者から作業員に適切な指示がなされない

まま送油が行われたこと、又、危険物取扱者の監視のないまま、危険物取扱の

無資格者が送油を行ったこと、漏えい事故発生後、約３０分後に洗浄油を回収

するという応急措置の遅れがみられたこと、消防機関への通報が漏えい事故か

ら約３時間後と通報の遅れがあったこと、さらには、昨年１０月にも同敷地内

にある一般取扱所にて、人為的要因により危険物漏えい事故が発生しているこ

とを鑑み、施設の使用停止に至ったというものです。 

つづいて、２つ目の、停止の公告以降、どういう状態になっているのか、に

つきましては、緊急使用停止命令を発動した際には、Ｅ４工場全体を使用停止

としましたが、先に申し上げました危険物が漏えいした原因を特定した結果、

８月２３日、金曜日に、漏えい事故に起因したエリア以外の安全性を確認し、

漏えい事故に起因したエリアのみを緊急使用停止の規制範囲として、それ以外

のエリアは命令を解除する、いわゆる部分解除の措置をとりました。その後、

漏えい事故に起因したエリアにつきましても、漏えい防止装置の取り付けなど

と併せ、従業員への再教育や作業手順の見直し、危険物取扱者の資格取得者増

員に向けた計画の策定など、ハード面、ソフト面に関する再発防止策が図られ

たことを書面及び現地において直接確認することができましたので、発動して

いました緊急使用停止命令のすべてを、９月１１日、水曜日に解除しておりま

す。 

次に、３つ目の、公告を出すまで、どういう対応をしてきたのか、につきま

しては、８月１８日、日曜日の１４時４８分に通報を受け、湖南中央消防署石

部分署員と消防本部予防課員が現地確認し、先程も申し上げましたとおり、危

険物の漏えい状況の確認と漏えいした原因の確認を行い、１６時４０分に緊急

使用停止命令を発動し、公告したというものです。 
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４つ目の、安全が確保できるまでの間、使用停止、とする公告を出した事例

は、これまでにあるのか。それはどういう事例か、につきましては、危険物施

設においては、火災や危険物漏えい事故に対して、緊急使用停止命令を発動す

ることができます。令和４年度に火災１件、危険物漏えい１件の計２件、令和

５年度に火災２件、危険物漏えい１件の計３件、本年度は、火災１件と今回の

危険物漏えい１件の計２件の発動状況となったおるところでございます。 

また、危険物施設において無許可による貯蔵及び取り扱いに伴うものとし

て、危険物を除去させる等の措置命令を、令和２年度に無許可貯蔵１件、令和

３年度に無許可貯蔵及び取り扱い３件を発動しております。 

さらには、危険物施設における無許可での位置、構造、設備の変更について

は、それらを改善させるための措置命令として、これまでに５件発動していま

す。 

危険物施設以外の防火対象物における命令の発動は、過去に１件のみであ

り、危険物施設の使用停止命令とは異なる、消防用設備等の未設置に対する設

置命令を発動しているものでございます。以上答弁とさせていただきます。 

議  長（谷永兼二） はい。山岡議員。 

５  番（山岡光広） ありがとうございました。私の専門では全くありませんので、

単純な質問になるかもわかりませんけども、１つは８月１８日に漏れが生じ、

９月１１日にそれら停止命令が解除されたという報告でした。 

そこでお尋ねしたいのですが、事故が起きて消防署へ連絡があったのは、３

時間遅れとの消防長からの報告でした。通常これくらいになってしまうのか、

ぱっと聞いただけですがちょっと遅いのではないかと思いますが、その点はど

うかお聞きします。 

併せて今回の危険物の漏れっていうのは、先程消防長からの説明は、人為的

な事故とおっしゃったと思う。いわゆる危険物取扱者及び危険物施設の保安員

がきちっとしておれば、こういった事故は防げたのではないか、逆に言えばそ

ういうことではないかと思いますが、その点に関する所見をお尋ねします。 

１４条の３項を見ますと定期点検という項目があります。事故をいかにして

防いでいくのか、リスクをいかにして少なくするのかという点では、定期点検

が非常に大事ですよ、とそこに書いてあるのですが、今回の場合、定期点検を

仮にしていたとしても防げなかった事故なのか。お尋ねしたいと思います。 

併せて人為的な事故ということであれば、なぜそういうことが起こったのか

率直に思います。危険物取扱者又は危険物施設保安員を置くこととなっている

ようですけれども、その配置状況はどうであったのかお尋ねしたいと思いま

す。 

議  長（谷永兼二） 答弁を求めます。消防長。 

消 防 長（川島辰道） 山岡議員の再質疑に対し、答弁を致します。 

まず当該事項に関して、通報の遅れはなかったのかの御指摘ついては、議員御

指摘のとおり事案発生後３時間と大変遅延しておりますので、そこは厳しく消

防本部予防課において当該施設に厳しく指導したところでございます。 

２点目の人為的なミスがなぜ起こったのか、に対する消防の指導や対応はど

ういったものがあったのかですが、今回の事案につきましては、地下タンクの

ライニング工事をするための工事で当該施設の危険物取扱者、危険物施設保安

員と工事を行った側の危険物取扱者や工事の施工業者との連係ミスというのも

多くあったと思います。そういったところで起こった人為的ミスではあります

が、議員も御承知のとおり危険物取扱については、その施設の危険物取扱者が

しっかりと工事に立ち会って正確な指示をしなければならないということが行

われていなかったというところで、そこも厳しく指導し、更に昨年度も同じ漏
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えい事案があったことも鑑みて、再発防止がないよう指導を行っておるところ

でございます。 

３つ目の消防法第１４条の３に定める定期点検についての御質問がございま

す。この定期点検につきましては、この条文に基づきまして、この施設におい

ても適切に行われていたものではございますが、今回の事故につきましては、

工事中の事案ということで点検は以上なく使用されていたのですが、その施設

が工事中の連携ミスにより危険物が漏洩したというところで、定期点検との因

果関係はございません。 

それと危険物施設保安員についての御質問がございました。この施設につい

ては、専任義務がない対象であると把握しております。危険物取扱者を危険物

保安監督者が束ねて適切な指示を行う、当該施設においては、工場長が危険物

取扱者の資格をお持ちで指揮されていたところだったのですが、今申しました

連携ミスにより起こった事案と把握しております。以上答弁とさせていただき

ます。 

議  長（谷永兼二） これで、山岡光広議員の質疑を終わります。 

議  長（谷永兼二） 以上で、一般質問を終わります。 

議  長（谷永兼二） お諮りします。 

本定例会において議決された案件について、条項、字句、数字、その他整理

を要するものについては、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

（異議「なし」の声あり） 

議  長（谷永兼二） 異議なしと認めます。 

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決

しました。 

議  長（谷永兼二） これで、本日の日程は全部終了しました。 

したがって、令和６年第３回甲賀広域行政組合議会定例会を閉会します。 

  

（閉会 午後３時３７分） 
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以上、会議の次第は書記の記載したものであるが、その内容の正確であることを証す

るためここに署名する。 
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